
浦安市規則第15号 

 

   浦安市要介護者等住宅改修費用の助成に関する規則の一部を改正 

する規則 

    

 浦安市要介護者等住宅改修費用の助成に関する規則（平成12年規則第38号）

の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項中「）の規定による」の次に「居宅生活動作補助用具の」を加

える。 

 第６条第１項中「から、」の次に「法第45条第１項の規定による」を、「若

しくは」の次に「法第57条第１項の規定による」を加え、「により日常生活用

具」を「による居宅生活動作補助用具」に改め、「30万円」の次に「（既にこ

の規則による改修費の助成を受けているときは、30万円から当該改修費の助成

に係る基準額を控除して得た額）」を加える。 

 第７条中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号

を加える。 

  (5) 工事着工前の工事箇所の写真 

 第10条第１項各号列記以外の部分中「により」を「に、次に掲げる書類を添

えて、」に改め、同項に次の各号を加える。 

 (1)  工事完了後の工事箇所の写真 

 (2) 工事に係る領収書 

 第11条の見出しを「（認定等）」に改め、同条前段中「ときは、」の次に

「その内容を審査し、必要があると認めるときは」を加える。 

 第12条中「実地調査」を「施工の適否の認定」に改める。 

 第13条前段中「に、改修費を支払ったことを証する書類を添えて」を「によ

り」に改め、同条後段を削る。 

 別記第１号様式を次のように改める。 

 

 

 



別 記 

 第１号様式（第７条） 

 

浦安市要介護者等住宅改修費用助成申請書 

 

  年  月  日  

（宛先）浦安市長 

 

 要介護者等住宅改修費用の助成を受けたいので、浦安市要介護者等住宅改

修費用の助成に関する規則第７条の規定により、次のとおり申請します。 

申 

請 

者 

住 所  
電話

番号 
 

氏 名  
生年

月日 
年  月  日 

住 宅 所 有 の

状    況 

□ 申請者本人が所有  

□ その他  ※注１の(7)に掲げる書類を添付 

改 修 場 所 
□浴室 □便所 □台所 □居室 □玄関  

□その他 （                  ） 

改 修 費 用                         円 

注 

１ 次の書類を添付してください。 

 (1) 要介護認定又は要支援認定に係る結果通知書の写し 

 (2) 介護保険負担割合証 

 (3) 工事計画書（別記第２号様式） 

 (4) 工事図面 

 (5) 工事着工前の工事箇所の写真 

 (6) 工事見積書 

(7) 家屋所有者の改修工事承諾書（別記第３号様式） 

２ 裏面の同意署名欄をご確認の上、ご記入ください。 



同意署名欄 

要介護者等住宅改修費用の助成の申請に当たり、以下の事項に同意す

るので署名します。 

 

１ 要介護認定又は要支援認定に関する情報について、市が保有する情

報により確認すること。 

２ 介護保険負担割合に関する情報について、市が保有する情報により

確認すること。 

３ 介護保険法第45条第１項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは同

法第57条第１項に規定する介護予防住宅改修費の支給額又は浦安市障

がい者等日常生活用具給付等事業の実施に関する規則の規定による居

宅生活動作補助用具の給付等の額について、市が保有する情報により

確認すること。 

 

    年   月   日 

                申請者氏名 

            



 別記第４号様式中 

「 

助成決定額 

基準額に第６条第２項に定める割合を乗じて得た額

（１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた額） 

」 

を 

「 

助成決定額 

基準額に浦安市要介護者等住宅改修費用の助成に関す

る規則第６条第２項に定める割合を乗じて得た額（１

円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た額） 

」 

に改める。 

 別記第６号様式中 

「   

 注 ＊印欄は、記入しないでください。   を 

  」 

「   

 注  

１ ＊印欄は、記入しないでください。 

２ 次の書類を添付してください。 

(1) 工事完了後の工事箇所の写真 

(2) 工事に係る領収書 

 

  

に改める。 

  」 

 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


